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� 0164-62-1211(代表)
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　高齢な方や障がいのある方などが安心して暮らせる
ように、住宅をバリアフリー改修した場合、固定資産
税を減額する制度ができました。対象となる住宅や期
間などの要件がありますので、事前にご確認ください。
該当される方は、工事完了後3カ月以内に申告が必要で
す。減額率など詳細はお問い合わせください。
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　平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家除く)で、
次のいずれかの方が居住していること。
　・65歳以上の方
　・介護保険で要支援又は要介護認定を受けている方
　・障がい者の方
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　平成19年4月1日から平成22年3月31日まで
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　自己負担額が30万円以上のもの
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　・廊下の拡幅　　　　・手すりの取り付け
　・階段の勾配の緩和　・床の段差の解消
　・浴室の改良　　　　・引き戸への取替え
　・便所の改良　　　　・床表面の滑り止め化
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　財務課税務係 � 62-1211(内線255)
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　5月21日から、婚姻の解消又は取り消し(離婚)後300
日以内に生まれた子のうち、婚姻の解消又は取り消し
後の懐胎であることを医師の作成した証明書により証
明することができる事案については、次のとおり出生
の届出をすることができます。
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　父母離婚後300日以内に生まれた子は、民法第772条
により前夫の子と推定されるため、前夫を父とする嫡
出子出生届をしなければならない。
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　町民課総合受付係　� 62-1211(内線101)
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　　　3件)(　　　１件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　3人)(　　　1人負 傷 者
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　 149件)(　　　22件救 急 出 動

　　144人)(　　　22人搬 送 人 員

　　　2件)(　　0件火 災 件 数

2,583千円)(　　0千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

　羽幌警察署並びに消防署から5月における各件数な
どのお知らせです。
　行楽シーズンがやってきます。遠出をする機会が多
くなるこの時期、心と時間にゆとりのある運転を。
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　農林水産課林務耕地係　� 62-1211(内線353)
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　一定の様式による医師の作成した証明書を提出す
ることにより、前夫を父としない非嫡出子出生届
(母が再婚している場合には、後夫を父とする嫡出
子出生届)をすることができる。
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　留萌保健福祉事務所（留萌保健所）
　　子ども保健推進課保健予防係 � 0164-42-8324
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　川北老人福祉センターで実施している納税出張窓口
の開設時間が変更になります。口座振替制度による納
付が増加していることと、出張窓口を利用される方の
多くが午前中に来られるため、次のとおり開設時間を
変更いたします。ご理解とご協力をお願いします。

����　8月の開設から
������　午前9:00～午後1:00まで

　平成19年度の特定疾患及びウイルス性肝炎・橋本病
医療受給者証の更新申請の受付を次のとおり行います
ので、期間内に手続きをしてください。申請書類は、
昨年度の受給者証交付の際に送付しておりますが、紛
失した場合はお問い合わせください。

����　7月2日(月)～8月31日(金)
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○○現在お使いの受給
者証の写し

○○臨床調査個人票

○○世帯全員の住民票

○○健康保険証の写し

○×世帯調書

同封の方のみ同封の方のみ同意書

世帯全員分生計中心者分所得税額等を証明
する書類

※ 社会保険等とは、社会保険、各種共済、船員保険など
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○○現在お使いの受給
者証の写し

×○臨床調査個人票

○○世帯全員の住民票

○○健康保険証の写し

○非課税世帯のみ世帯調書

 世帯全員分非課税
 証明書

非課税世帯の方のみ
世帯全員分の非課税
証明書

所得税額等を証明
する書類
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　財務課税務係　� 62-1211(内線257)

　豊かな自然に恵まれた本道では、山菜採りは年齢を
問わず手軽に楽しめるレジャーとして、広く親しまれ
ていますが、例年多くの事故が発生しています。山菜
採りに伴う事故防止のため、次のことに留意してくだ
さい。
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・行き先を必ず家族等に知らせましょう
・単独での入山はできるだけやめましょう
・通信機器(携帯電話、無線機等)や笛、ラジオ、非常
　食、懐中電灯などを携行しましょう
・熊の出没情報を得ましょう
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・迷ったときは、落ち着いて行動しましょう
・熊の足跡や糞を見たら、すぐに引き返しましょう
・注意看板のある場所には入らない
・人の存在を早めに熊に知らせるため、鈴やラジオで
　音をならしましょう
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　農業者年金の現況届は忘れずに提出してください。
この現況届は、年金を受給するために必要な毎年の手
続きです。
　現況届の用紙は、5月末日までに農業者年金基金か
ら直接受給者に送付されています。住所、氏名、生年
月日を記入のうえ、農業委員会まで提出してください。
印鑑は必要ありません。

����・経営移譲年金を受給している方
　　　　・農業者老齢年金を受給している方
�����6月29日(金)まで
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　農業委員会　� 62-1211(内線330・332)
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　7月27日(金)  午前9:15～午後4:00
　川北老人福祉センター�62-1424
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羽幌町情報公開条例・個人情報保護条例について�

各種統計調査について�

羽幌町の基本計画について（総合振興計画・中心市街
地活性化基本計画・その他各種計画について）

�

はぼろの財政状況について�

町税の納税や種類について�

固定資産税のあらまし
（税額の算定と納税・評価替えについて）

�

ごみ処理の現状
（ごみの分別収集、資源化・きらりサイクル工房等）

�

町営住宅建設の今後の展望�

環境と生活を考えよう
（町の環境考える、環境を守る生活とは）

�

環境とわたしたち（海鳥を中心にした自然環境・環境
保全・海鳥の生態系や分布状況について）

��

介護保険制度と在宅福祉サービスについて��

痴呆予防教室
（高齢と痴呆・痴呆の早期発見とその対策）

��

介護教室
（高齢者の疾病・在宅サービスの利用と生活支援）

��

介護予防教室
（成年期からの介護予防・生活設計について）

��

栄養教室
（健康増進、疾病予防の食事、料理・簡易食事診断）

��

すこやか講座（健康づくり・疾病予防、早期発見と改
善方法・在宅療養生活へのアドバイス）

��

国民年金（基礎年金）について��

国民健康保険講座
（健康保険制度・高額療養費について）

��

������

老人保健講座
（老人保健制度・各負担金減額等について）

��

北海道医療給付制度について
（重度医療・ひとり親医療・乳幼児医療・老人医療）

��

社会福祉講座
（心身障害者福祉・児童福祉・老人福祉について）

��

トイレの水洗化、補助制度について・上下水道事業の
あらまし

��

水道料金と水道施設について��

羽幌町浄化センターのしくみについて
（施設の見学・説明等）

��

新農業者年金制度について
(新旧制度の比較、家族経営協定等)

��

農地転用許可等について��

観光の現状と課題について��

学校教育、家庭教育について
教育相談全般について

��

生涯学習ってなぁに
(なぜ生涯学習なの)

��

健康づくりのすすめ
（簡単ストレッチ体操・リラックスボール体操）

��

スキー技術の習得（基礎～応用）��

水泳技術の習得（基礎）��

救急救命講座
（応急手当の重要性・止血法・心肺蘇生法について）

��

火災予防講座
（初期消火の重要性・火災の煙の恐ろしさについて）

��

講座メニューにない内容を希望される場合も、
遠慮なくお申し出ください。
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　町内に居住、勤務または在学する方で、職場や町内会
などの団体・グループで5人以上集まれば利用できます。
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　原則として、平日の午前９時から午後９時までの２時
間程度とします。土日開催などの要望については担当
課内で検討し対応します。
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　会場は原則として町内各公共施設や集会所などとし
ます。なお、会場は申込者で準備していただきます。
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880

　出前講座「ほっと講座はぼろ」は、町民の団体やグルー
プが主催する学習会などに町職員が講師として出向き、
町政や専門知識を生かした説明や実習を行うことによ
り、町職員と町民のコミュニケーションを図るとともに、
町民のまちづくりに対する理解を深め、生涯学習の推進
を通して「自ら学び創造性豊かで生き生きとした人づく
り・町づくり」を目指しています。
　「もっと町のことを知りたい」、「利用したい制度があ
るので詳しく知りたい」など、普段なかなか知る機会が
ないことなどはぜひご利用下さい。
　受講を希望される場合は、開催
希望日のおおむね１カ月前までに、
社会教育課社会教育係に申込書を
提出してください。電話、FAXで
の申し込みもできます。
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　ランナーが事前に予想タイムを登録し、実際の走行
タイムとの誤差により順位を決定する「宣言タイム制」
マラソン大会の参加申込を受け付け中です。
　自分のペースで走ることができますので、日頃ジョ
ギングをされている方にもおすすめです。
　入賞の秘訣は自分のペースを守ることです！

��　7月29日(日）※雨天決行
���　総合体育館～汐見方面往復
����　小学3年生以上
���　一般の部（高校生以上）3,000円
　　　　少年の部（中学生以下）1,800円
����　6月30日(土)まで
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　社会教育課体育振興係
　羽幌町総合体育館内　� 62-6030
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　羽幌小学校、中学校プールの一般開放を実施します。
どうぞご利用下さい。なお、天候により水温が上がら
ない場合は、開放開始日が延期になる場合があります。

�������

����　6月20日(水)～9月14日(金)
����　(平日) 午後3:00～午後9:00
　　　　　※夏休み期間中は午後1:00から
　　　　　(土曜日) 午後1:00～午後9:00
　　　　　(日曜日) 午前10:00～午後9:00
���　毎週月曜日 / 7月8日～10日 / 8月13日～16日
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����　6月25日(月)～9月14日(金)
����　(平日) 午後5:00～午後9:00
　　　　　※夏休み期間中は午後1:00から
　　　　　(土曜日・日曜日・祭日) 午後1:00～午後9:00
����毎週火曜日 / 7月8日～10日 / 8月13日～16日
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　夏から秋にかけては、スズメバチが活発に活動する
時期です。刺されるとショック症状を起こす場合があ
り、とても危険です。農作業や野外に出る際には、次
のことに気をつけましょう

����

・ハチは黒っぽいものに対して攻撃的に反応しますの
　で、なるべく白や明るい色の服にしましょう。
・ハチは動くものに敏感です。手で払ったりして、ハ
　チを刺激しないようにしましょう
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・すぐに医師の治療を受けましょう。
・応急処置として、傷口から毒を指でつまみ出したり、
　冷水や濡れタオルで患部を冷やし、毒が体内に回る
　のを抑えましょう。
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　町民課町民生活係　� 62-1211(内線112)

������　社会教育課体育振興係
　羽幌町総合体育館内　� 62-6030



　羽幌町社会福祉協議会では、住民のみなさんの心配
ごとへの対応として、心配ごと相談所を毎月1回開催し
ています。どうぞお気軽にご利用ください。

��　7月20日(金)　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
���　秋山 俊一 氏

������　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　年金の加入状況の確認、納付書や年金手帳の再発行
依頼など年金に係る相談を受け付けています。
　請求の際には、印鑑や通帳等必要なものがあります
ので、事前にお問い合わせすることをおすすめします。

���7月12日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
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　行政についてわからないことなどがあれば、お気軽
にご相談ください。相談内容の秘密は厳守されます。

��　7月10日(火)　午前9:00～正午
��　役場会議室
�����　弓庭 登 氏
���

・苦情がある、困っていることがある
・苦情を申し出たが、説明や措置に納得がいかない
・手続き、サービスなどで制度や仕組みがわからない
・苦情や困っていることについて、どこに相談してよ
　いかわからない
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������  町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル11日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ12日(木)

健康センター午後2：00～乳児健診17日(火)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル18日(水)

健康センター午後12：30～1歳6カ月児健診18日(水)

健康センター午前6：00～総合健診20日(金)

健康センター午前6：00～総合健診21日(土)

健康センター午前6：00～総合健診22日(日)

健康センター午前10：30～離乳食教室26日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ30日(月)

　あいあいサークルを除き、対象となる方にはお手紙
で通知しています。あいあいサークルの参加を希望さ
れる方は、事前に電話でお申し込みください。

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　保健師と栄養士による健康相談です。町内在住の方
なら誰でも利用できます。毎回軽い運動と体重・体脂
肪測定、血圧測定、健康の話をしています。

��　7月25日(水)
��　歌謡ビクス
��　川北老人福祉センター (午前10:00～午前11:30)
　　　すこやか健康センター (午後1:00～午後3:00)
　　　※健康手帳をお持ちの方は、ご持参ください。
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　道立羽幌病院については土・日曜日及び祝祭日を含
め、救急診療を行っています。

������　加藤病院
　　　　　(南6条5丁目)
　　　　   � 62-1005
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　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室です。
今回は、サンセットプラザの従業員による簡単なレク
リェーションです。健康相談も併せて行いますのでお
気軽にご参加ください。無料送迎バスも運行します。

��　7月24日(火)　午後1:30から
��　はぼろ温泉サンセットプラザ
���　入浴料 550円（回数券・割引券使用可）
����65歳以上で温泉入浴に支障の無い方
����　7月17日(火)まで
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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　町では予防接種法に基づき、乳幼児に対する予防接
種を行っていますが、最近では都市部を中心に麻しん
が流行し、道内でも麻しん患者の発生が確認されてい
ます。麻しんは感染力が強く、合併症を併発すること
もある恐ろしい病気です。社会全体の感染症予防を図
るためにも、母子手帳等で接種状況をご確認のうえ、
忘れずに受けてください。なお、予防接種を受けるに
は申込みが必要です。詳しくはお問い合わせください。

��　BCG、三種混合、麻しん風しん
���　毎週金曜日(変更または中止の場合あり)
����　道立羽幌病院
���

(BCG)　生後3カ月～6カ月未満のお子さん
(三種混合)　生後3カ月～7歳半未満で、規定の回数を
接　　　　　  種していないお子さん
(麻しん風しん)　第1期 1歳～2歳未満のお子さん
　　　　　　　  第2期 小学校就学前児童
※上記対象者以外は、任意(自己負担)の接種となります。
　ポリオ予防接種は、別途すこやか健康センターで実
　施します。（対象者には通知します）
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　映画、南極物語でおなじみのタロとジロや、北海道
の巡視船としても活躍した南極観測船「宗谷」。
　日本人が一丸となって不可能に挑戦した壮大なドラ
マを羽幌町出身の宝井梅星さんが語ります。

���7月1日(日)　午後5:00(開場) 午後5:30(開演)
���中央公民館大ホール
�����一般1,000円 / 高校生以下無料
�������	中央公民館 / ポスター掲示各店
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　幼稚園、保育園児向けの講演ですが、未就園のお子
さんもご覧いただけます。ぜひ、お越しください。

���7月5日(木)　午前10:00
���中央公民館大ホール
����無料
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880

���������������	
��

���������	





